
   
                                   

 

住民監査請求の要旨 

（請求書の原文のとおり）   

唐津市健康サポートセンター法面整備工事に関する措置請求の要旨 

１ 請求の趣旨 

  唐津市健康サポートセンター法面整備工事は令和４,５,６年の三年度で実施さ

れたが、令和６年度（分の）工事は、令和４ないし５年度事業でするはずだった、 

いわばやり残した部分（区域）を整備したものです。 

  令和４,５年度工事の〈境、区分〉は、市は定かにしませんが、両工事の際設置 

した「丁張」のところまで工事がなされない状態（形状・外形）で、「完成」とさ

れていました。令和６年度工事でその「（４・５年度の）丁張」があったところま

で法面が整備下にすぎません。 

 それは４年度ないし、５年度（の可能性が濃厚）の「未了部分の補填」に他な

らず、６年度工事はやり残しの繕いで「無駄」と言わざるを得ません。 

 工事代金を３・４％引きで「完成」としていた「５年度工事」は、「未完では」

との監査請求に対し、貴監査委員が妥当（完成）としている過去から、まぎれも

なく「完成」していたということになります。ということは、完成したところで

の（「未施工部分」）を整備（工事）した６年度工事は、まぎれもなく貴重な税金

（予算）の浪費にほかなりません。 

そこには、不可解な理由で何度も「工期延期」したり、関係した職員が「あれ

は完成じゃなか」といったり不思議な経緯をたどっています。ぜひ、その「不思

議の〈解〉」を詳らかにし、令和６年度工事は、工事費３，４％引きで完成、とし

た同５年度の「未完成」のままだった部分で、同５年度で「完成させるべき工事

（ところ）」に施したにすぎません。よって、同６年工事は無駄ということになり

ます。そこで、同６年度工事費「１２１００００円」から、少なくとも同５年度

で３、４％引きとした額（４４０００円）を差し引いた額を、同５ないし６年度

工事に関係した職員に、市に返還するよう求め、加えて類似案件の再発防止につ

ながる監査（判断）を求めます。 

 


